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２ 所管事務の調査（報告） 

（4）川崎港港湾隣接地域の指定及び変更について 

 

 

資料１ 川崎港港湾隣接地域の指定及び変更について 

～港湾施設の維持管理の強化に向けた取り組みについて～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港    湾    局 

（平成２７年１０月８日） 



川崎港港湾隣接地域の指定及び変更について
～港湾施設の維持管理の強化に向けた取り組みについて～

川崎港港湾隣接地域の指定及び変更について
～港湾施設の維持管理の強化に向けた取り組みについて～

川崎港港湾審議会の開催 平成２７年１０⽉下旬
公聴会の開催 平成２７年１２⽉
港湾隣接地域 指定 公告 平成２７年１２⽉

川崎港 特徴    港湾区域（⽔域） 隣接  護岸 ⼤部分 ⺠間事業者 所
有  事業者   維持管理 ⾏        港湾区域 隣接  護岸際  発電所、
製油 化学合成等 ⼯場 多数⽴地  いる。
上記のような川崎港の特徴と、港湾法の改正趣旨を踏まえ、今般、特定技術基準対象

施設に対する報告徴収等の制度による運⽤以外にも、従前からの港湾区域及び港湾区
域 隣接  地域 保全 図    ⽬的とする「港湾隣接地域」の指定を進めることが、
⾮常災害時における船舶の交通の確保をより⼀層進     効果的 制度 運⽤⼿法
と捉え、これまで港湾隣接地域が未指定であった扇島、東扇島及び浮島町についてもこのタ
イミングで適切な指定を⾏    

２．平成２６年の港湾法改正について２．平成２６年の港湾法改正について

１．現在及び将来に向けた港湾施設の維持管理の課題１．現在及び将来に向けた港湾施設の維持管理の課題

先 東⽇本⼤震災   ⺠有護岸 倒壊    等    船舶 航⾏ ⽀障 ⽣  
     今後想定   ⼤規模地震 防災 減災対策 進        市⺠⽣活 産
業 物流機能  影響 最⼩限     災害   早期復旧 図    可能      
港湾施設 維持管理 適切 ⾏    課題       

３．港湾隣接地域の指定制度を活用した取り組み３．港湾隣接地域の指定制度を活用した取り組み

港湾法 ⼀部改正    港湾管理者 ⺠間事業者 所有 管理   特定技術基準
対象施設  維持管理状況    報告徴収 ⽴⼊検査 ⾏  必要 応  勧告 命
令 措置 講        制度  平成２６年６⽉  施⾏      
本市      平成２６年１２⽉ ⺠間事業者  報告 受  平成２７年５⽉ 

はそれらをとりまとめた上で国に対し報告  既 ⽴⼊検査 開始     

６．今後のスケジュール６．今後のスケジュール

４．港湾隣接地域を新たに指定する地域等４．港湾隣接地域を新たに指定する地域等

５．港湾隣接地域の概要５．港湾隣接地域の概要

港湾隣接地域   港湾区域 保全  ⽔域   航路 運河等 港湾施設 維持  港湾
 背後地 保全      港湾区域 隣接  地域    港湾管理者 指定  区域    
（港湾法第３７条・第３７条の２）

指定された地域内において次 ⾏
為 ⾏ 場合   港湾管理者 許
可が必要となる。

●公共空地の占⽤⼜は公共空地に
おける⼟砂の採取

●外郭施設 係留施設等 建設⼜
は改良 ⽔際線から２０ｍ以内の
構築物の建設⼜ 改良等 ⾏為

資料１


